
安
倍
内
閣
は
「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
（
組

織
犯
罪
処
罰
法
改
定
案
）
を
４
月

19

日
に
衆
議
院
法
務
委
員
会
で
審
議
入

り
さ
せ
ま
し
た
。
４
月

25
日
の
参
考

人
質
疑
を
経
て
、
５
月
連
休
明
け
に

は
委
員
会
で
の
可
決
を
狙
っ
て
い
ま
す
。

同
法
案
は
２
７
７
の
処
罰
対
象
を
あ

げ
て
い
ま
す
が
、
テ
ロ
と
無
関
係
の
刑

事
罰
が
並
び
、
こ
の
法
案
は
問
題
が
多
々

あ
っ
て
、
３
度
も
廃
案
に
な
っ
た
「
共
謀

罪
」そ
の
も
の
で
す
。

安
倍
内
閣
の
法
案
提
出
理
由
は
、
２

０
２
０
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
へ
の
テ
ロ
対
策
や
国
際
条
約
締
結
に

必
要
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
「
テ
ロ
等

準
備
罪
」
の
処
罰
対
象
に
は
直
接
テ
ロ

に
関
す
る
も
の
は
４
割
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
国
際
条
約
は
「マ
フ
ィ
ア
対
策
」

を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
共
謀
罪

の
新
設
を
求
め
て
い
ま
せ
ん
。

共
謀
罪
は
、
テ
ロ
に
無
関
係
な
団
体

や
個
人
で
も
、
時
の
権
力
者
に
都
合

が
悪
い
場
合
は
恣
意
的
に
運
用
が
で

き
ま
す
。
警
察
が
集
会
や
会
合
の
内

容
を
調
べ
、
犯
罪
の
「
準
備
行
為
」
と
断

定
す
れ
ば
一
般
人
も
処
罰
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
や
道
路
建
設
、

原
発
、
基
地
な
ど
の
反
対
行
動
等
は
、

皆
で
相
談
も
で
き
な
く
な
り
、
監
視
と

盗
聴
、
密
告
の
息
苦
し
い
戦
前
回
帰
の

社
会
と
な
り
ま
す
。

ま
さ
し
く
同
法
案
は
、
時
の
政
府
へ

の
批
判
が
封
じ
ら
れ
る
恐
ろ
し
い
法

律
で
す
。

「
テ
ロ
等
準
備
罪
＝
共
謀
罪
」
ま
さ

に
思
想
及
び
良
心
の
自
由
（
憲
法

19

条
）
、
集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版

の
自
由
（
憲
法

21
条
）
な
ど
、
基
本
的

人
権
を
侵
す
違
憲
立
法
で
す
。

ま
た
、
こ
の
法
案
は
「
秘
密
保
護
法
」

と
一
体
と
な
り
「安
全
保
障
法
制
」（戦

争
法
）
を
後
押
し
し
、
日
本
を
戦
争
へ

の
導
く
突
破
口
と
な
る
も
の
で
す
。

法
案
の
国
会
審
議
に
対
し
、
首
相
官

邸
前
や
国
会
前
で
連
日
の
抗
議
集
会

が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

野
党
と
市
民
の
共
同
の
力
を
さ
ら

に
大
き
く
し
、
こ
の
法
案
の
成
立
を
阻

み
ま
し
ょ
う
。
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2017年５月号

新
社
会
党
委
員
長
に

岡
崎
ひ
ろ
み

を
選
出

１
９
５
１
年
6
月
12
日
生
（
65
歳
）
・
兵
庫
県

出
身
１
９
９
０
年
～
１
９
９
６
年
・
旧
衆
院
兵

庫
１
区
か
ら
衆
議
院
議
員
を
２
期
歴
任

発行者 岡崎ひろみ

「テロ等準備罪＝共謀罪」は戦争国家への突破口

権
力
へ
の
批
判
を
封
ず
る
超
悪
法

警
察
の
〝

さ
じ
加
減
″

で
犯
罪
者

天
下
の
悪
法
「共
謀
罪
」が
「テ
ロ
等
準
備
罪
」と
呼
称
変
更
し
ま
し
た
が
、
超
悪
法
の

本
質
は
少
し
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
法
案
は
暴
力
団
や
組
織
犯
罪
集
団
が
対
象
と

さ
れ
ま
す
が
と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
日
突
然
、
あ
な
た
も
犯
罪
者
に
さ
れ
る
恐

れ
が
あ
る
こ
と
は
国
会
審
議
で
明
ら
か
で
す
。
廃
案
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

名
前
を
変
え
て
も
共
謀
罪

根
拠
が
な
い
提
案
理
由

違
憲
法
案
は
廃
案
へ！

あ
な
た
も



自

民

党

な
ど
改
憲

勢
力
が
狙
う
改
憲
手
法
の
一
つ
が
解
釈
改

憲
で
す
。
最
高
法
規
の
憲
法
を
否
定
し
、

憲
法
９
条
の
解
釈
改
憲
で
、
集
団
的
自
衛

権
行
使
容
認
を
し
た
２
０
１
４
年
７
月
１

日
の
国
家
安
全
保
障
会
議
と
同
日
の
閣
議

決
定
。
そ
し
て
２
０
１
５
年
９
月
19

日
に

安
全
保
障
関
連
法
（
10
関
連
法
・
１
新
法
）

の
強
行
採
決
。
２
０
１
６
年
12

月
の
自
衛

隊
に
新
た
な
任
務
を
付
与
し
た
南
ス
ー
ダ

ン
へ
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
派
遣
と
、
安
倍
内
閣
は
一

気
に
憲
法
９
条
を
否
定
す
る
暴
挙
に
で
て

い
ま
す
。

第
二
に
、

憲

法

を

無

視
し
た
実
態
改
憲
の
加
速
で
す
。
憲
法
19

条
で
は
「
思
想
及
び
良
心
の
自
由
」
、
21

条
で
は
「
集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
及
び

出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
」
を
保

証
。
し
か
し
安
倍
内
閣
は
２
０
１
３
年
12

月
に
「
特
定
秘
密
保
護
法
」
を
制
定
、
今

で
は
権
力
が
「
内
心
の
自
由
」
を
侵
し
、

監
視
社
会
を
自
在
に
作
れ
る
「
共
謀
罪
」

の
制
定
を
狙
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
憲
法
25
条
で
示
さ
れ
た
「
す
べ

て
の
国
民
は
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度

の
生
活
を
営
む
権
利
」
の
た
め
の
様
々
な

社
会
保
障
（
介
護
・
年
金
・
医
療
等
）
制

度
を
改
悪
。
さ
ら
に
憲
法
26
条
の
「
ひ
と

し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
」
や
、
「
義
務

教
育
は
無
償
」
と
す
る
各
条
項
を
無
視
。

今
や
「
子
ど
も
食
堂
」
で
の
児
童
救
済
や

学
生
の
奨
学
金
「
返
済
地
獄
」
な
ど
が
社

会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

労
働
の
義
務
と
権
利
を
定
め
た
憲
法
27

条
、
28
条
も
労
働
関
連
法
の
改
悪
で
軽
視
。

今
や
年
収
２
０
０
万
円
以
下
の
労
働
者
は

約
１
０
６
９
万
人
を
占
め
、
不
安
定
雇
用

労
働
者
は
就
業
人
口
の
40

％
に
迫
る
勢
い

で
す
。
さ
ら
に
、
過
労
死
ラ
イ
ン
の
月
１

０
０
時
間
の
残
業
を
容
認
し
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
今
や
日
本
国
憲

法
は
実
態
的
に
空
洞
化
し
て
い
ま
す
。

第
３
に

明
文
改
憲

攻
勢
で
す
。
自
民
党
は
２
０
１
２
年
に
自

民
党
憲
法
改
正
草
案
を
つ
く
り
、
個
人
よ

り
「
公
益
と
秩
序
」
を
第
一
と
す
る
国
家

主
義
的
憲
法
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
安
倍

内
閣
は
「
震
災
」
を
口
実
と
し
た
「
非
常

事
態
条
項
」
や
耳
障
り
の
良
い
改
憲
案
を

つ
く
り
、
改
憲
発
議
を
狙
っ
て
い
ま
す
。

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

私
た
ち
は
い
か
な
る
改
憲
に
も
反
対
し

ま
す
。
憲
法
12

条
は
「
こ
の
憲
法
が
国
民

に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の

不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
憲
法
を
生
か

す
運
動
を
続
け
、
国
民
が
違
憲
政
治
を
糾

弾
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

改
め
て
憲
法
の
意
義
を
噛
み
し
め
る
と

と
も
に
憲
法
を
擁
護
し
、
そ
れ
を
生
か
す

運
動
を
強
め
ま
し
ょ
う
。
憲
法
全
文
を
生

活
と
労
働
、
教
育
の
場
で
再
読
し
、
憲
法

の
意
義
と
役
割
を
周
囲
の
人
々
に
広
げ
ま

し
ょ
う
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
心
あ
る
政

党
、
市
民
、
団
体
が
総
力
を

あ
げ
安
倍
政
権
の
改
憲
攻
勢

と
た
た
か
い
ま
し
ょ
う
。
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新社会
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２０１７年５月

憲法施行７０年

２
０
１
７
年
５
月
、
日
本
国
憲
法
は
施
行
70
年
を
迎
え
ま
し
た
。
憲
法

は
前
文
で
「
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定

す
る
」
と
高
ら
か
に
宣
言
し
ま
し
た
。
憲
法
は
「
基
本
的
人
権
」
「
国
民

主
権
」
「
戦
争
放
棄
」
を
柱
と
し
、
日
本
は
民
主
主
義
国
家
と
し
て
出
発

し
ま
し
た
。

し
か
し
、
自
民
党
の
「
一
強
政
治
」
は
憲
法
を
無
視
し
、
平
和
と
生
活

の
危
機
を
加
速
さ
せ
、
そ
れ
と
一
体
的
に
改
憲
攻
勢
を
強
め
て
い
ま
す
。

そ
の
一
・
解
釈
改
憲

そ
の
二
・
実
態
改
憲

そ
の
三
・
明
文
改
憲

今でも憲法無視の社会―改憲は生活と平和の危機
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